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 加古川市告示第８３号 

 

令和８年度一般廃棄物処理実施計画について 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第６条第１項の規定に基づき、令

和８年度一般廃棄物処理実施計画を次のように定めたので、加古川市廃棄物の処理及び清掃に関する条

例（昭和６０年条例第２７号）第４条第２項の規定により告示する。 

 

 

令和８年４月１日 

 

 

加古川市長   岡 田 康 裕 

 

 

令和８年度一般廃棄物処理実施計画 

 

 

一般廃棄物のうち、ごみについては令和４年度から高砂市の東播臨海広域クリーンセンター（エコク

リーンピアはりま）で高砂市、稲美町、播磨町とともに広域ごみ処理を行っている。東播臨海広域クリ

ーンセンター（エコクリーンピアはりま）は処理容量をコンパクトにしているが、ごみの搬入量は減少

が続いていることから支障なく稼働している。しかしながら、ごみの減量は世界的な課題となっている

温室効果ガスの発生抑制にもつながることから、現状にとどまることなく、３Ｒの推進等によりさらな

る減量を図る。 

生活排水処理については、一層のし尿及び浄化槽汚泥の適正処理を図るため、浄化槽補助区域におい

ては、単独処理浄化槽や汲み取り式トイレから合併処理浄化槽への転換と、浄化槽の適正な維持管理を

促進するとともに、尾上処理工場を適正に運営管理し、生活環境及び公衆衛生の向上を図る。 
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１ 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み 

 

（１）ごみの発生量及び処理量見込み                 （単位：ｔ） 

ごみ発生量合計 ５７,８３０ 

 

家庭系ごみ ４０,１１０ 

 

市の収集 ３７,７６０ 

 

燃やすごみ ３６,４００ 

燃やさないごみ ９８０ 

粗大ごみ ３８０ 

自己搬入 ２,３５０ 

 

燃やすごみ ８５０ 

燃やさないごみ ４１０ 

粗大ごみ １,０９０ 

事業系ごみ １７,７２０ 

 

許可業者の収集 １６,０８０ 

 
燃やすごみ  １６,０５０ 

粗大ごみ ３０ 

自己搬入 １,６４０ 

 
燃やすごみ  １,６１０ 

粗大ごみ ３０ 
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（２）資源物の発生量及び処理量見込み                   （単位：ｔ） 

資源物発生量合計 ９,７００ 

 

家庭系資源物 ５,４９０ 

 

市の収集 ５,２３０ 

 

かん類 ２００ 

びん類 ９００ 

ペットボトル １７０ 

紙類 １,３３０ 

衣類 ３２０ 

蛍光灯 １０ 

電池類 ５０ 

剪定枝 ２,２５０ 

自己搬入 ２６０ 

 

小型家電 １０ 

水銀使用製品 １トン未満 

インクカートリッジ １トン未満 

廃食用油 １トン未満 

剪定枝 ２５０ 

事業系資源物 ４,２１０ 

 

許可業者の収集 １００ 

 剪定枝 １００ 

自己搬入 ４,１１０ 

 
紙類 １１０ 

剪定枝 ４,０００ 

 

特定家庭用機器再商品化法（平成１０年法律第９７号）に基づく対象４品目、①冷蔵庫及び冷

凍庫、②エアコン、③洗濯機及び衣類乾燥機、④テレビ（ブラウン管型、液晶･プラズマ、有機 EL）

は収集、処理の対象外とする。また、資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第４

８号）に基づくパソコンは市施設における処理の対象外とする。 

 

（３）その他 

小動物の死体            ２,０００頭 

大型野生動物の死体            １６頭 
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２ ごみの排出抑制及び資源化への方策について 

 

(ｱ) 指定ごみ袋制度     ・ ごみ減量及び資源化の推進のため、家庭からごみステーションに

出す燃やすごみを対象に実施 

 

(ｲ)  広報及び啓発活動 ・ 「ごみ分別の手引き」「ごみ収集日程表」等による周知 

・ 広報かこがわやホームページ等を利用した啓発 

・ エコ暮らし相談会等のイベントにおけるごみ減量の啓発 

・ 町内会や高齢者大学等を対象とした出前講座の実施 

・ 段ボールコンポスト等を活用した環境学習の実施 

・ 小中学生を対象にした３Ｒ促進標語及びポスターの募集 

・ 小学生を対象にしたごみ減量チャレンジ事業の実施 

・ 事業者へのリーフレット等の送付による啓発 

 

(ｳ) 古紙リサイクルの  ・ 集団回収活動に対する奨励金の交付 

推進        ・ 資源化センターでの無料回収 

 ・ 機密書類の無料回収 

 

(ｴ) 剪定枝等の資源化 ・ 事業所から発生する剪定枝・草の資源化事業の実施 

・ 家庭から発生する剪定枝・草の分別収集及び資源化事業の実施 

・ 家庭等から発生する剪定枝を粉砕する機械の貸出しによる資源の

有効活用の推進 

  

(ｵ) ペットボトルの    ・ ２市２町（加古川市、高砂市、稲美町、播磨町）で回収した全て 

リサイクル       のペットボトルを新しいペットボトルに再生する水平リサイクル

「ボトルｔｏボトル・リサイクル」を実施 

 

(ｶ) 小型家電の回収 ・ 市役所、市民センター、公民館等に配置した回収ボックスで、使

用済小型家電を回収 

 ・ 宅配便を利用した回収制度による使用済小型家電回収の実施 

 

(ｷ) インクカートリッジ  ・ 市役所、市民センター、公民館、図書館等に配置した回収ボックス

の回収         で、家庭から発生する使用済インクカートリッジ（「インクカート 

リッジ里帰りプロジェクト」参加４社の製品に限る。）を回収 

 

(ｸ) 水銀使用製品廃棄物 ・ 市役所、市民センター、公民館等に配置した回収ボックスで、家 

の回収         庭から発生する水銀を使用した体温計等の廃棄物を回収 

 

(ｹ) リユースの促進   ・ 協定を締結している㈱ジモティーや㈱マーケットエンタープライ

ズのインターネットサイト等の利用等により不用になった家庭用

品等の再使用を促進 
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(ｺ) 食品ロスの削減 ・ 「おいしい食べきり運動協力店」を募集し、事業者と市民が一体

となった食品ロス削減を実施 

・ 「てまえどり運動」の展開により事業系食品ロス削減を推進 

・ 生協、民生児童委員連合会、金融機関、大学との共催によるフー

ドドライブを実施 

 

(ｻ) 厨芥類の減量化 ・ 電動式生ごみ処理機、コンポスト容器普及のため、家庭、事業所

を対象とした購入補助制度を実施 

・ 段ボールコンポスト普及のための無料配布と利用啓発のための出

前講座等を実施 

  

(ｼ) 事業系ごみの ・ リーフレット等によるごみ減量や分別についての啓発 

分別指導      ・  機密書類資源化の促進や雑がみ等の古紙分別を啓発 

  

(ｽ) レジ袋の削減  ・ 協定に基づき、小売店舗でのレジ袋無料配布を廃止し、マイバッ

グの持参を促進 

 

(ｾ) 家庭用廃食用油の  ・ 協定に基づき、市役所、加古川西公民館、東加古川公民館に配置 

   回収          した回収ボックスで、家庭から発生する食用油を回収し、ＳＡＦ 

              （持続可能な航空燃料）として再利用する取組を実施 
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３ 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分 

（１）ごみ 

分別区分 区分内容 収集回数 収集方法 

燃やすごみ 

台所ごみ（料理くず、残飯、食用油など）、

ビニール類、プラスチック類、ゴム類、皮

革製品類、布類（下着、タオルなど）、資源

化できない紙類、木くず 

週２回 ステーション

方式 

ライター 年６回 

燃やさないごみ 陶器類、金属類、ガラス、混合物 月１回 
ステーション

方式 

粗大ごみ 

家具類、電気製品、生活用品（自転車、も

の干し竿など）、レジャー用品（スキー板、

ゴルフ用品など）、敷物類（じゅうたん、カ

ーペットなど）、寝具類（ふとん、マットレ

スなど） 

※ 45リットルのポリ袋に入らない大きさ

のもの 

随 時 戸別収集 

事業系ごみ  随 時 
許可業者によ

る個別収集 

 

（２）資源物 

分別区分 区分内容 収集回数 収集方法 

蛍光灯 丸型・直管型・電球型蛍光灯など 年６回 
ステーション

方式 

電池類 
マンガン・アルカリ乾電池、ボタン 

電池、リチウムイオン電池など 
年６回 

ステーション

方式 

紙類 
新聞紙（チラシ）、雑誌・雑がみ、 

段ボール、紙パック 
月２回 

ステーション

方式 

びん 飲料や調味料などが入っていたもの 月１回 
ステーション

方式 

かん 
飲料や食品のスチール缶及び 

アルミ缶、スプレー缶など 
月１回 

ステーション

方式 

ペットボトル 飲料や調味料などが入っていたもの 月１回 
ステーション

方式 

衣類  月１回 
ステーション

方式 

剪定枝 剪定した枝、草、葉 月２回 
ステーション

方式 

小型家電  随 時 拠点収集 

インクカートリッジ 
「インクカートリッジ里帰りプロジ

ェクト」参加４社純正品 
随 時 拠点収集 

水銀使用製品 体温計、温度計、血圧計など 随 時 拠点収集 

家庭用廃食用油 使用済油や賞味期限切れの未使用油 随 時 拠点収集 
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（３）その他 

分別区分 収集回数 収集方法 

小動物の死体 随 時 個別収集 

大型野生動物の死体 随 時 個別収集 

 

ア ごみステーション（集積所） 

家庭から排出される一般廃棄物の集積所は、原則として、それを利用しようとする市民等が協

議のうえ位置を定め、その場所を町内会等から市に申請して、市が収集可能であると確認した場

所とする。なお、加古川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第１０条の３第１項に規定する一

般廃棄物処理計画に定める家庭から排出される一般廃棄物の集積所については、ごみステーショ

ン地図台帳に記載されたものとする。 

 

イ さわやか収集 

市が収集するごみステーションに自らごみを持ち出すことが困難な高齢者・障がい者で、ごみ

出しの協力が得られない者に対して、戸別にごみの収集を行う。 

 

ウ 指定ごみ袋の使用 

市が収集する燃やすごみを排出する場合（ごみステーションへの排出及びさわやか収集）、当該

燃やすごみを市長が指定する袋に収納しなければならない。 

 

エ 適正排出の徹底 

市が収集するごみステーションに排出できるごみは、家庭から排出される一般廃棄物のみとし、

事業所や店舗などから排出されるものや、引越しや大掃除などで出る一時多量ごみはごみステー

ションに排出することはできない。その他、農薬などの薬品、シンナーやプロパンガスボンベな

ど引火あるいは爆発の可能性のある危険物、また、タイヤやバッテリーなど処理に著しい支障の

あるものも排出することはできない。 
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４ 一般廃棄物の処理方法及び処理主体について 

（１）収集・運搬 

ア 収集区域の範囲 

市内全域  １３８.４８平方キロメートル 

計画人口  ２５４,２００人 

計画世帯  １２０,９００世帯 

 

イ 収集する廃棄物の量  ５７,８３０トン 

 

（a）ごみ            

区 分 収集・運搬方法 

燃やすごみ 

直営、委託 

※ 委託業者：㈲平山商店 ㈱アルファ 大山環境整備自動車(名) 

 ㈲平成環境 ㈲ダイヨシ環境管理 

 加古川清掃事業共同組合 

（公社）加古川市シルバー人材センター 

燃やさないごみ 直営、委託 

粗大ごみ 直営 

燃やすごみ、 

粗大ごみ 

（事業系） 

一般廃棄物処理業許可業者 

 

（b）資源物 

区 分 収集・運搬方法 委託業者名 

かん 委託 ㈲ダイヨシ環境管理 

びん 委託 ㈱エス・ケー・エス 

ペットボトル 委託 ㈱エス・ケー・エス 

紙類 委託 ㈱エス・ケー・エス 

衣類 委託 ㈱エス・ケー・エス 

蛍光灯 委託 (公社) 加古川市シルバー人材センター 

電池類 委託 (公社) 加古川市シルバー人材センター 

剪定枝 

（家庭系） 
委託 (公社) 加古川市シルバー人材センター 

剪定枝 

（事業系） 

一般廃棄物処理業

許可業者 
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（c）その他 

区 分 収集・運搬方法 委託業者名 

小動物の死体 委託 平田商店 

 

※一時多量ごみの運搬は、排出者及び一般廃棄物処理業許可業者とする。 

 

※一般廃棄物処理業許可業者（ごみ収集・運搬） 

大山環境整備自動車(名)      ㈱キズナックスエコロジー  ㈲ダイヨシ環境管理 

㈲東洋興産  ㈲若松産業  ㈲播磨興業  金澤産業㈱  ㈲山木産業環境開発 

㈲平成環境  ㈲平山商店  ㈱アルファ  ㈲新和興産  サンヨーカンキョウ㈲ 

 

（２）中間処理～最終処分 

「中間処理」「中間処理後の搬送」「最終処分」のいずれも高砂市への事務の委託とし、東播臨海

広域クリーンセンター（エコクリーンピアはりま）へ搬入する。 

 

ア 処理施設の概要 

東播臨海広域クリーンセンター（エコクリーンピアはりま） 

所在地   高砂市梅井６丁目１番１号 

 

（a）可燃ごみ処理施設 

型式    回転ストーカ炉 

処理能力  ４２９トン／日（１４３トン／２４時間×３炉） 

 

（b）不燃・粗大ごみ処理施設 

型式    破砕、選別処理 

処理能力  ３４トン／５時間 

 

イ 処理手数料 

種類 料金 

家庭系一般廃棄物 １０kg につき５０円 

事業系一般廃棄物 １０kg につき１３０円 

 

ウ 残渣 

高砂市において、焼却残渣の処理を行う。 

 

（a）埋立：大阪湾広域臨海環境整備センター（大阪湾フェニックスセンター）で行う。 

 

（b）セメント化：公益財団法人ひょうご環境創造協会で行う。 

 

エ 小動物の死体の焼却処理は、委託（市外）とする。 

大型野生動物の死体の焼却処理は、委託（市外）とする。 
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（３）資源化 

ア 施策による資源化量  

資源物の総量            １１,２２０トン 

分別収集により直接資源化する量   ５,３３０トン 

自己搬入により直接資源化する量   ４,３７０トン 

集団回収により直接資源化する量   １,５２０トン 

※ 中間処理後の再生利用は高砂市において行う 

 

資源化する量                     （単位：ｔ） 

分別収集によるかん類等の資源化量 ５,３３０ 

  

かん類 ２００ 

びん類 ９００ 

ペットボトル １７０ 

紙類 １,３３０ 

衣類 ３２０ 

蛍光灯 １０ 

電池類 ５０ 

剪定枝（許可業者含む） ２,３５０ 

自己搬入による資源化量 ４,３７０ 

 

紙類 １１０ 

小型家電 １０ 

水銀使用製品 １トン未満 

インクカートリッジ １トン未満 

廃食用油 １トン未満 

剪定枝 ４,２５０ 

集団回収による資源化量 １,５２０ 

  

  

  

紙類 １,３７０ 

衣類 １００ 

金属類 ５０ 

 

イ 関連施設の概要 

（a）加古川市資源化センター 

所在地   加古川市平荘町上原２１０番地の１ 

建築面積  ５９８平方メートル 

（ストックヤード５６７平方メートル・事務所３１平方メートル） 

 

（b）剪定枝等一時保管所 

所在地   加古川市平荘町磐１３１５番地 

保管容量  ５６０立方メートル（２６０トン） 
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（４）一般廃棄物の処理に関し必要な事項 

ア 市外で処理する廃棄物                          （単位：ｔ） 

廃棄物の種類 排出主体 
収集・運搬

主体 
処理主体 

処理を 

行う地域 
処理方法 

対象量 

(年間) 

家庭系及び事業

系一般廃棄物 

加古川市民 

又は 

加古川市の 

事 業 者 

加 古 川 市 

又は 

各 排 出 者

許 可 を 受

け た 者 

東播臨海広

域クリーン

センター 

（エコクリ

ーンピアは

りま） 

兵 庫 県 

高 砂 市 

焼 却 

資 源 化 
５４,９１０ 

破 砕 

資 源 化 
２,９２０ 

剪定枝 

加古川市民 

又は 

加古川市の 

事 業 者 

Ｄ Ｉ Ｎ Ｓ 関 西 ㈱ 
大 阪 府 

堺 市 
チップ化 ６,６００ 

大型野生動物の 

死体 
加 古 川 市 ㈱ 猪 名 川 動 物 霊 園 

兵 庫 県 

川 辺 郡 

猪名川町 

焼 却 １ 

販売、調理等に 

伴って発生する 

食品廃棄物等 

マックス 

バリュ 

西日本㈱ 

大 栄 

環 境 ㈱ 

大栄環境㈱ 
兵 庫 県 

三 木 市 

堆 肥 化 

１７８ 

イオン 

リテール㈱ 

㈱ キ ズ ナ

ッ ク ス エ

コ ロ ジ ー 

８８ 

調理等に伴って 

発生する 

食品廃棄物等 

日本マクド

ナルド(株) 

㈱ キ ズ ナ

ッ ク ス エ

コ ロ ジ ー 

ハリマ産業

エコテック

㈱ 

兵 庫 県 

姫 路 市 
１２ 

生活協同組合 

コープこうべ 

兵 庫 県 

三 木 市 
８ 

 

イ 市外から搬入され、市内で処理する廃棄物                 （単位：ｔ） 

廃棄物の種類 排出主体 
収集・運搬

主体 
処理主体 

処理を 

行う地域 
処理方法 

対象量 

(年間) 

事業系一般廃棄物 
㈱神戸製鋼所 

高砂製作所 

㈱神戸製鋼所 

加古川製鉄所 
加古川市 焼 却 ６５０ 

  



- 12 - 

５ 生活排水処理実施計画 

（１）生活排水処理計画 

ア 下水道で処理する人口   ２３０,７００人 

イ し尿収集人口         ８,４００人 

ウ 浄化槽処理人口       １５,１００人 

 

（２）し尿・汚泥の処理計画 （収集運搬計画） 

ア 収集・運搬する廃棄物の量 

（a）し尿                 １０,９９４ｋｌ／年 

（b）浄化槽汚泥              １９,２８１トン／年 

 

イ 収集区域の範囲 

（a）し尿（８,４００人） 

直営    委託業者の収集運搬区域以外の区域（３,４００人） 

委託業者  それぞれ下記の区域（５,０００人） 

＜㈱東播清掃＞    加古川町  ：大野、中津、河原、美乃利の各一部を除く 

野口町    ：野口、古大内､ 二屋、坂井、長砂、良野、坂元 

尾上町    ：全域 

別府町    ：全域 

八幡町  ：野村、宗佐 

東神吉町  ：全域 

西神吉町  ：宮前昭和苑 

米田町    ：全域 

＜㈲平岡清掃＞    野口町    ：水足、北野 

平岡町    ：全域 

上荘町  ：井ノ口 

＜ヘイアンケミカル㈱＞金沢町    ：全域 

西神吉町 ：岸、大国 

＜志方清掃舎＞    志方町    ：上ノ町、中ノ町、下ノ町、東町、西飯坂、原、 

成井、行常、畑 

＜池田清掃＞     志方町    ：上冨木、横山、横山台、投松、細工所、野尻、 

城山台、西牧、山中、西山 

＜堀口清掃＞     志方町  ：南町、広尾西、中才、岡、大澤、東中、東飯坂、 

大宗、横大路 

＜第二堀口清掃＞   西神吉町 ：辻 

志方町  ：西中、高畑、広尾東、永室 

 

（b）浄化槽汚泥        下水道処理区域の一部とその他の市内全域（１５,１００人） 

※浄化槽清掃業及び一般廃棄物処理業（取扱廃棄物は浄化槽汚泥に限る）許可業者 

㈱東播清掃    播磨営繕㈲    ㈲平岡清掃      ヘイアンケミカル㈱ 

志方清掃舎    池田清掃     堀口清掃     第二堀口清掃 

㈲エコクリーン  ㈱ＳＩＣ 
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※浄化槽清掃業のみ許可業者 

㈱大洋 

 

ウ 収集回数 

（a）し尿         原則として、定期計画収集を実施する。 

（b）浄化槽汚泥      随時 

 

エ 収集方法 

（a）し尿               従量制による定期計画収集 

（b）浄化槽汚泥      浄化槽管理（設置）者と、許可業者１１社との個別契約に基づき、 

許可業者が随時清掃及び収集運搬する。 

オ 中継施設の概要 

神野貯留槽      加古川市神野町石守  鉄筋コンクリート  ８８ｋｌ 

 

（３）中間処理計画 

ア 施設の概要 

施設名         加古川市尾上処理工場 

所在地         加古川市尾上町養田１６５０番地 

形 式         下水道投入処理 

能 力         ９９ｋｌ／日 

 

イ 搬入される廃棄物の搬入者別の内訳量 

（a）し尿   直営     ３,８１７ｋｌ／年 

委託    ７,１７７ｋｌ／年 

委託業者名 搬入量 kl／年 委託業者名 搬入量 kl／年 

㈱東播清掃 １,９２６ 池田清掃 ８０９ 

㈲平岡清掃 ６８０ 堀口清掃 １,１２４ 

ヘイアンケミカル㈱ ６２３ 第二堀口清掃 １,３８８ 

志方清掃舎 ６２７ 合   計 ７,１７７ 

 

（b）浄化槽汚泥        １９,２８１トン／年 

許可業者名 搬入量トン／年 許可業者名 搬入量トン／年 

㈱東播清掃 ３９０ 播磨営繕㈲ ５８４ 

㈲平岡清掃 ８６３ 志方清掃舎 １,２９４ 

ヘイアンケミカル㈱ ７,１４０ 池田清掃 １,８８３ 

㈲エコクリーン １,３５５ 堀口清掃 ３６２ 

㈱ＳＩＣ ３,９３５ 第二堀口清掃 １,４７５ 

 合     計 １９,２８１ 

    



- 14 - 

ウ 発生する余剰汚泥等の量及び処分方法 

種  類 量トン／年 処分方法 処 分 先 

し  渣 ４ 焼  却 
東播臨海広域クリーンセンター 

（エコクリーンピアはりま） 

リ  ン ９ 肥 料 化 水 ing 連合体 

脱水汚泥 ４００ 堆 肥 化 クリーン発酵株式会社 

 

（４）最終処理計画 

最終処分の概要 

中間処理施設において前処理し、全量を兵庫県加古川下流浄化センターに放流し（兵庫県に

処理委託）、下水と一括処理をする。 

 

（５）住民に対する広報・啓発活動 

ア 公共下水道未接続者への啓発を進めるとともに、浄化槽の適正管理について啓発を行う。 

イ 合併処理浄化槽設置補助金及び維持管理費補助金の活用に向けた広報・啓発を行う。 


